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詳しくは、練馬区HPを参照（P.5にURLを記載しています。）

練 馬 区 福 祉 の ま ち づ くり 推 進 条 例 と は

すべての人が安心して快適に暮らし続けることができる
地域社会の実現に寄与することを目的とします。

目的

 P.2
■ 対象判定フローチャート
 P.3

■ 本条例に定める公共的
建築物、特別特定建築物

本条例の
対象となる
建築物

多数の者が利用する建築物のう
ち、一定の規模以上のものは、本
条例の協議対象となります。

 P.6
■ 主な基準
※建築等：新築、増築、改築、用
途変更、大規模の修繕、大規模
の模様替

基準等
本条例では、対象となる建築物の
建築等※にあたって整備すべき基
準等が定められています。

 P.5
■ 整備に関する手続き

協議・
完了検査

本条例の対象となる建築物の建
築等にあたっては、協議が必要
です。
協議が終了しないと確認申請等は
できません。
また建築基準法の完了検査とは別に、本条例の完了検査が必要
です。
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■ 対象判定フローチャート

多数の者が利用する建築物のうち、
一定の規模以上のものは、本条例の対象となります。

新築、増築、改築、
用途変更

大規模の修繕、
大規模の模様替

● 協議の対象外
● 適合義務の
 対象外

対
象
行
為

対
象
判
定

対
象
用
途
・
対
象
規
模

協
議
添
付
書
類

・ 別記様式

－

・ 第6号様式
  （寄宿舎等は
  第9号様式）

－

・ 第5号様式
  （中規模共同住宅は
  第8号様式）

・ チェックシート2
  （中規模共同住宅は
チェックシート4
（※2））

・ 第4号様式
  （共同住宅は
  第7号様式）

・ チェックシート1
  （共同住宅は
  チェックシート3（※2））
・ 宿泊施設は
 チェックシート1の2
を追加

・ 公共的建築物
  整備項目対応表

・ チェックシート
 （適合義務項目）

・ 協議申請書（第3号様式）
・ 公共的建築物配慮指針対応表（第10号様式）
・ 図面
  （案内図・配置図・各階平面図・2面以上の断面図・立面図）
・ 公共的建築物整備概要書

※2 共同住宅で、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、
集会室等がある場合はチェックシート1を追加

非該当

該当

該当

該当非該当

非該当

公共的建築物
（P.3）の用途に該当するか

新築、増築、改築、用途変更
大規模の修繕、大規模の模様替

適合義務対象の特別特定建築物
用途に供する部分の床面積の合計が

（P.4）の ● 適合義務対象の特別特定建築物  の規模に該当するか

小規模
建築物

小規模
建築物
以外

建築物・
共同住宅

中規模建築物・
中規模共同住宅

協議対象公共的建築物
用途に供する部分の床面積（※1）の合計が

（P.4）の 協議対象となる規模  に該当するか
（※1 増築・用途変更等の場合は、当該増築・用途変更に係る部分の床面積）

● 練馬区との協議対象
● 建築確認申請における
 審査の対象外

努力 ● 練馬区との協議対象
● 建築確認申請における
審査の対象

義務 努力

本条例 の 対象となる建築物
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本条例の対象となる建築物の建築等にあたっては、基準等への整備について、
協議と完了検査が必要です。

協議が終了しないと確認申請等はできません。

■ 整備に関する手続き

※1 床面積が2,000㎡以上の区立施設の建築を行う場合には、区民の意見聴取を受け、その意見の反映に努めています。
※2 工事終了までに協議内容の変更をしようとする場合には、変更協議申請および協議（区条例第16条）が必要となります。

問い合せ
都市整備部建築課　福祉のまちづくり係
TEL.03-5984-1649　FAX.03-5984-1225
Mail　kentikuchose05@city.nerima.tokyo.jp
URL　https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.html

区条例に適合するよう、計画・設計

公共的建築物建築等
協議申請書の受理

協議終了通知書の交付
（区条例第15条）

受理・審査
（区条例第5章の審査を含む）

完了通知書の受領 完了通知書の交付
（区条例第17条）

② 完了検査
（区条例第17条）

③整備水準証の交付
（区条例第13条）

④措置の公表
 （区条例第18条）

③整備水準証の受領・表示
（区条例第13条）

協議終了通知書の受領

着工～工事完了※2

是正

検査済証の受領

完了検査

確認済証の交付

完了
届出書の作成

完了検査
申請書の作成

確認申請書の作成

確認済証の受領

公共的建築物建築等
協議申請（区条例第14条）※1

<申請者（特定整備者）>

（協議対象公共的建築物の建築等を行おうとする者）

<練馬区>

練馬区 都市整備部 建築課 福祉のまちづくり係

<特定行政庁・指定確認検査機関>
練馬区 都市整備部 建築審査課

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築指導課
指定確認検査機関

検査済証の交付

交付

交付

交付

届出

交付

協議終了通知書と
相違がない場合

（協議が終了しないと建築基準法その他の法令に
基づく申請等はできません。）

交付

申請

①協議

申請

申請

協議終了通知書と相違がある場合

確認申請が必要な場合

確認申請が
不要の場合

事前協議・完了検査

▼

施設整備マニュアルは
　こちらからご覧いただけます。



6

一般基準
整備対象範囲内のすべてが対象

移動等円滑化経路等の基準
道等～利用居室まで、利用居室～車
椅子使用者用便房まで、利用居室～
車椅子使用者用駐車施設までが対象

敷地内の通路
★ 通路の有効幅：140㎝以上
● 傾斜路は、傾斜部と平たん部の
色分け

● 段がある部分は、手すり、路面端
部の色分け、段鼻突き出しなし

 
● 通路の有効幅：140㎝以上（共同
住宅等：120㎝以上）

● 傾斜路は、勾配：1／20以下（共同
住宅等：1／12以下）、手すり

● 始点と終点に平たん部

本条例では、対象となる建築物の建築等にあたって
整備すべき基準等が、定められています。

本条例第5章に掲げる規定（移動等円滑化基準）は、建築基準関係規定であり、
対象となる建築物の新築、増築、改築、用途変更をする場合には、基準への適合が必要です。

■ 主な基準
★ 整備基準（努力義務）
● 移動等円滑化基準（適合義務）

建築物と利用居室等の出入口
★ 建築物の出入口の有効幅：85㎝
以上

 
● 建築物の出入口の有効幅：100㎝
（共同住宅等：80㎝以上）
● 利用居室などの出入口の有効幅：
85㎝以上（共同住宅等の住戸出
入口：80㎝以上）

廊下
★ 有効幅：140㎝以上（共同住宅
等の有効幅：120㎝以上）

● 階段、傾斜路の上端に近接する
部分の床に点状ブロック敷設

● 階段下に必要な高さおよび空間
の確保

★ 手すり
● 有効幅：140㎝以上（共同住宅
等：120㎝以上）

屋内の傾斜路
★ 勾配1／12以下
● 勾配1／12超え、または高さ16
㎝を超える傾斜がある部分に
は、手すり

● 傾斜部と平たんな部分の色分け

● 有効幅140㎝以上（共同住宅
等：120㎝以上）

● 勾配1／12以下
● 手すり
● 始点と終点に平たん部

エレベーター
★ 出入口の有効幅：80㎝以上
★ 乗降ロビー付近に階段がある場
合の転落防止策

● 乗降ロビー：150㎝角以上
● 出入口の有効幅：80㎝以上
● 出入口にガラス窓
● 籠の奥行き：135㎝以上
● 籠内および乗降ロビーに車椅子使
用者用制御盤

基準等

※用途や規模によって、基準は多少異なります。
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■ 移動等円滑化経路等の例

階段（一般基準）
● 有効幅：120㎝以上
● けあげ：18㎝以下、踏
面：26㎝以上

● 手すり（踊り場含む）
● 踏面端部の色分け
● 段鼻の突き出しなし
● 上端に近接する踊り場
に点状ブロック敷設

※ 用途や規模によって、基準は
多少異なります。

トイレ（一般基準）
● 車椅子使用者用便房
● オストメイト用の水洗器具設
備を設けた便房

● 乳幼児用設備
● 着替え台や大型ベッド
● 受け口高さの低い（低リップ
の）小便器

● ピクトグラム等
● 出入口、床面に段差なし
※ 建築物の規模により、基準は異なり
ます。


